
 
電気工事業者巡回指導月間のお知らせ 

（電気工事業に関する法令遵守のために） 
 
 
 
◎ 電気工事業者巡回指導月間  

令和４年１月４日から令和４年２月２８日まで 
 
◎ 期間中、指導員が電気工事現場を巡回します。 
   

記 
 
電気工事業者は電気工事業の業務の適性化に関する法律（以下、「法」という。）に

基づき、下記のことを遵守しなければなりません。 
 
 １．電気工事業を営む者は、沖縄県知事への登録、届出手続きが必要。 

（法第３条他） 
 ２．主任電気工事士による一般用電気工作物の作業管理義務（法第２０条） 
 ３．電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止（法第２１条） 
 ４．県知事への登録、届出をしてない者に電気工事を請け負わせることの制限 

電気工事の下請けをさせる場合も注意すること。（法第２２条） 
 ５．電気用品の使用の制限（法第２３条） 
 ６．営業所ごとに検査器具の備え付けの義務（法第２４条） 
 ７．営業所及び電気工事の施工場所への標識の掲示（法第２５条） 
 ８．営業所ごとの帳簿の備え付け及び保存期間の遵守５年（法第２６条） 
 
 
 
 ※ みんなで無登録届出業者をなくすため注意し合いましょう。 
 ※ 営業所・電気工事現場に、「標識の掲示」をしましょう。 
  


